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商品テストの実施状況

消費者事故等の原因究明等を目的とする「商品テスト」について、47都道府県・18政令市の半数以上が年間10件以下しか実施しておらず、
47都道府県のうち8、18政令市のうち5は、商品テストをまったく実施していない（他機関への依頼を含む。）（平成20年度）。また、予算等の

事情によりテスト室を廃止した自治体も見られた。

都道府県・政令市における商品テストのうち、都道府県においては約62％、政令市においては約35％が、都道府県･政令市自らによって実
施されているが、その内容（平成20年度）は別紙１「都道府県・政令市における商品テストの内容・実施主体（平成20年度）」のとおりであり、

クリーニング検査等の簡易なものが多い。

また、都道府県・政令市における商品テストのうち、自ら実施するもの以外は、他のテスト機関への依頼により実施している。なお、47都道
府県・18政令市のうちの35の自治体は、商品テストの全てについて、他のテスト機関に依頼している（平成20年度）。
（※（独）国民生活センターへの商品テストの依頼件数が少ない主な理由としては、全国で1箇所（神奈川県相模原市）のみで実施している

ため、自治体から近い他のテスト機関への依頼の方が、時間・費用等の点でメリットを感じる点が挙げられた。）
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【注1】平成22年1月7日時点で回収済みの47都道府県・18政令市の回答を元に集計。
【注2】* 北海道及び東京都は、自ら実施している商品テストの件数が他の府県と比べて著しく多いため、このグラフにおいては、北海道及び東京都

を除いた45府県における商品テストの実施主体の構成割合を示している（他機関への依頼を含む。）。
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商品テストの実施体制

都道府県・政令市における商品テストの担当職員数は減少しており、その約40％は他の業務と兼務している状況にある。また、47都道府
県のうち15、18政令市のうち10は、商品テストの担当職員を配置していない（平成21年度）。

商品テストのための機器の購入・更新等を実施している都道府県・政令市は、予算不足や、そもそもテストを実施していない等の理由により、
非常に少ない。なお、平成21年度については、「商品テストのための機器の購入・更新等」について「あり」と回答した15の自治体の多くが、

地方消費者行政活性化基金（消費者庁）の活用を予定している。
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【注】平成22年1月7日時点で回収済みの47都道府県・18政令市の回答を元に集計。
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